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公益財団法人千葉県下水道公社物品・委託等一般競争入札公告第５号

公益財団法人千葉県下水道公社電子調達システムサービス提供業務の

一般競争入札の実施について

一般競争入札を次のとおり実施する。

令和７年７月４日

公益財団法人 千葉県下水道公社

理 事 長 澤  宏 幸  

１ 一般競争入札に付する事項

（１）購入等件名 公益財団法人千葉県下水道公社電子調達システムサービス提供業務

（２）調達案件の概要

ア 業務内容  調達業務の処理を電子化するために電子調達システムを導入する。

イ 規模等   電子入札コアシステムを利用した電子入札を実施するために、サービス提供事

業者が提供するシステムを利用して、サービスを購入する方式（ＡＳＰ）を採

用する。

業務の範囲は、電子入札機能、入札情報機能の導入及び運用・保守を対象とす

る。

ウ 仕様等   別に配布する入札説明書等による。

（３）履行期間  契約締結日から令和１３年３月３１日まで

（運用期間は令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとし、その前の

期間は導入の期間とする。）

（４）履行場所  千葉市美浜区磯辺８－２４－１

（５）入札方法  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセント

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税

事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相

当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

（１）公益財団法人千葉県下水道公社財務規程第 67条の規定に該当しない者であること。

（２）千葉県の物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づき、物品等入札参

加業者適格者名簿に登載され、委託においてＡの等級に格付けされている者であること。

（３）この公告の日から開札の日までの間に、千葉県の物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札

参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている日が含まれないこと。

（４）この公告の日から開札の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準に基

づく指名停止及び千葉県の物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外

措置を受けている日が含まれないこと。

（５）過去５年間（入札公告の前年度までの５か年度間に当該年度の入札公告日までを加えた期間
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（令和２年４月 1 日から令和７年７月４日）に、電子入札コアシステムを基にした調達に係るシ

ステムについて、ＡＳＰサービスで地方自治体にサービスを提供又は開発及び保守管理に関する

業務実績を有すること。

（６）以下に示す各資格を有し、適切な実施体制を整備している者であること。

  ア 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）適合性評価制度における認証を取得し

ていること。

  イ プライバシーマークを取得していること。

３ 入札の場所等

（１）契約条項を示す場所、入札説明書等の配布場所及び問い合わせ先

公益財団法人 千葉県下水道公社 総務部総務課

住所 千葉市美浜区磯辺８－２４－１

電話 ０４３(２７８)１６３１  ＦＡＸ番号 ０４３(２７７)９６５７

（２）入札説明書等の配布

   希望者に、次により入札説明書等を無償で配布する。

   ただし、希望者に対しては、公社が契約するクラウドサービス（以下クラウド）又は記録媒体

（ＣＤ－Ｒ等）により配布する。クラウド経由での配布希望者は、電子メールにより、下記のア

のアドレスに送り下さい。申込確認後、ダウンロードリンクを明記した電子メールを返信する。

ＣＤ－Ｒでの配布希望者は、入力済みＣＤ－Ｒと交換するので、未記入のＣＤ－Ｒを持参、郵送

又は託送（書留郵便等、記録の残るものに限る。）すること。

  ア 連絡先及び配布場所

   公益財団法人 千葉県下水道公社 総務部総務課

    住所 郵便番号２６１－００１２ 千葉市美浜区磯辺８－２４－１

    電話 ０４３(２７８)１６３１  ＦＡＸ番号 ０４３(２７７)９６５７

    E-mail kousya@chiba-gesui.or.jp

  イ 申込方法

    希望者は、令和７年７月４日（金）から令和７年７月１７日（木）までに、電子メール、電

話又はファクシミリ（会社名、住所、電話番号、担当者名、購入等件名及び配布方法を連絡す

ること。）により申し込むこと（土曜日、日曜日等の休日を除く。）

    また、一度申し込んだものをキャンセルする場合も申込期間内に連絡すること。

  ウ 配布期間  令和７年７月４日（金）から令和７年７月１７日（木）まで

          (土曜日、日曜日等の休日を除く。）

  エ 配布時間  午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

（３）入札説明書等の構成

   入札説明書、仕様書、契約書（案）、設計書及び図面、様式集

（４）入札及び開札の日時及び場所

  ア 日時   令和７年８月４日（月）午前１０時００分

  イ 場所   千葉市美浜区磯辺８－２４－１

         公益財団法人千葉県下水道公社２階第１会議室（花見川終末処理場 管理棟２階）

   郵便及び電報による入札は認めないので、当該日時に当該場所に集合すること。

４ 入札参加資格の確認等
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  この一般競争入札に参加を希望する者は、別に配布する（上記３（２）と併せて配付する。）一般

競争入札参加資格確認申請書及び関係資料（以下「資格確認資料」という。）を提出し、入札に参加

する者に必要な資格の確認を受けなければならない。なお、入札に参加する者に必要な資格の確認

を受けていない者は、この一般競争入札に参加することができない。

（１）資格確認資料の提出期間等

ア 期 間  令和７年７月１５日（火）から令和７年７月１７日（木）まで

       (土曜日、日曜日等の休日を除く。）

イ 時 間  午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

ウ 場 所  公益財団法人 千葉県下水道公社 総務部総務課

住 所  千葉市美浜区磯辺８－２４－１ 電話 ０４３(２７８)１６３１

エ 提出方法 上記ウの場所へ持参により提出すること。

  オ 提出部数 ２部（１部は確認後に返却する。）

（２）入札参加資格の確認結果通知

   令和７年７月２４日（木）に、郵便をもって通知する。

（３）入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができる。説明を

求める場合は、資格がないと通知された日から起算して７日以内に、総務部長に書面を持参して

行わなければならない。

（４）理由は、説明を求められた日から３日以内に書面で回答する。

５ 入札書明細書の提出

（１）本入札の参加を希望する者は、入札金額の内訳を記載した入札書明細書を提出しなければなら

ない。また、再入札を行う場合も、再入札の金額に応じた入札書明細書を提出すること。

（２）入札書明細書は、入札書提出時に持参により入札書と併せて提出するものとする。なお、再度

入札の場合については、第１回目と同様の取扱いとする。

（３）入札書明細書は、原則として、別添の様式によるものとする。

（４）次のアからカに該当する場合は、入札が無効となるので留意すること。

  ア 入札書明細書の提出がない場合。

  イ 入札書明細書とは無関係な書類である場合。

  ウ 入札書明細書に入札参加者名、購入等件名又は履行場所の記載がない場合。

  エ 入札書明細書に押印が欠けている場合。

オ 入札書明細書に記載された内容から、明らかに他の業務の内訳書であると発注者が判断した

場合。

  カ 各年度計の合計額と業務価格が異なる場合。

  キ 入札書明細書の業務価格と入札額が異なる場合。

６ 低入札価格調査制度及び調査基準価格

（１）本入札は別に定める「公益財団法人千葉県下水道公社委託業務低入札価格調査実施要領」に基

づき実施する。

（２）調査基準価格は予定価格に１００分の７０を乗じて得た額（１円未満の端数切り捨て）とする。

７ 低入札価格調査

（１）最低価格入札者（以下、「第１順位者」という。）の入札価格が調査基準価格を下回る場合は低
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入札価格調査を実施する。

（２）調査基準価格を下回る価格をもって入札した者（以下、「低価格入札者」という。）（第１順位者

でない者を含む。）は、事後の事情聴取等の調査に協力すること。事情聴取に協力しない者は、入

札を無効とする。

（３）低価格入札者（第１順位者でない者も含む。）は、開札をした日の翌日から起算して４日以内

（この期間に土曜日、日曜日及び祝日の休日が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、こ

の期間に算入しない。）に、低入札価格調査の実施者から指示された書類を作成し提出しなければ

ならない。期限までに提出しない者は入札を無効とする。

（４）低入札価格調査の結果、第１順位者が入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると

認められたときは、その者を落札者とする。

（５）第１順位者が低入札価格調査に協力しない場合又は調査の結果、落札者となるべき者の入札価

格をもっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるものであった場

合は、その者を落札者とせずに、予定価格の制限の範囲内をもって入札を行った他の者のうち最

低の価格をもって申し込みをした者（以下、「次順位者」という。）を落札者と決定する。なお、

次順位者が低価格入札者であった場合には、同様に調査を行い（４）、（５）により落札者を決定

する。

（６）落札となるべき入札がないときは、別に入札日を定め再度入札を実施する。

（７）低入札価格調査を受けた者との契約については、別に定める「低入札価格調査を経て契約する

場合の特約条項」を契約書に添付することとする。

８ その他

（１）契約手続において使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨

（２）入札保証金  免除

（３）契約保証金  別添契約書(案)のとおり

（４）入札者に要求される事項  入札者は、開札日の前日までの間において、公益財団法人千葉県

下水道公社理事長から上記４により提出した申請書等に関し説明を求められた場合は、それに応

じなければならない。

（５）入札の無効  この公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められ

た義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札に関する条件に違反した入札書は、無

効とする。

（６）契約書の作成要否  要

（７）落札者の決定方法  この公告に示した業務を履行できると公益財団法人千葉県下水道公社理

事長が判断した入札者であって、公益財団法人千葉県下水道公社財務規程第 74 条の規定により作

成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

（８）その他  詳細は、入札説明書による。


